
 

 

子ども・子育て支援新制度に関する事業者説明会 
 

                        日付：平成 26年 10月 16日（木） 

                        時間：19:00から 20：30 

                        会場：開港記念会館 講堂 

次 第 

１ 開会 

 

２ 議事 

（１）平成 27年度認定利用調整、新規利用と家庭保育福祉員の継続利用について 

配布資料① 

企画調整課 子ども・子育て新制度準備担当係長 松本 

 

（２）保育時間の考え方について 

配布資料② 

保育運営課 認可外保育所担当係長 有泉 

 

（３）地域型保育事業における市独自助成の方向性について 

配布資料③ 

保育運営課 指導等担当係長 遠藤 

 

（４）保育士確保策について 

配布資料④ 

保育対策課 担当課長 杉山/保育対策課 担当係長 澤田 

 

（５）新制度における運営基準について 

配布資料⑤ 

保育運営課 認可外保育所担当係長 有泉 

 

（６）連携施設の設定について 

配布資料⑥ 

保育所整備課 整備等担当係長 永松 

 

（７）家庭保育福祉員の年度末新規入所について 

配布資料⑦ 

保育運営課 運営指導係 高橋 

 

（８）その他 

 

３ 閉会 

 

※１ 御質問につきましては、裏面に記載の担当まで、お電話でお問い合わせください。 

※２ 御意見につきましては、別紙「子ども・子育て支援新制度における運営についての御意見」に

御記入のうえ、お帰りの際に、出口に設置する回収箱へ御提出ください。 

横浜市こども青少年局 

保 育 運 営 課 

【裏面あり】 

 



◆お問い合わせ先 

 この説明会に関するお問い合わせは、次の担当までお電話くださるようお願いいたします。 

 

  
議事内容 

お問い合わせ先 

担当課 電話番号 

（1） 平成 27年度認定利用調整、新規利用と家庭保育福祉

員の継続利用について 

子ども・子育て 

新制度準備担

当 

045-671-4467 

（2） 保育時間の考え方について 保育運営課 045-671-3564 

（3） 地域型保育事業における市独自助成の方向性につい

て 

保育運営課 045-671-3564 

（4） 保育士確保策について 保育対策課 045-671-4221 

（5） 新制度における運営基準について 保育運営課 045-671-3564 

（6） 連携施設の設定について 保育所整備課 045-671-4146 

（7） 家庭保育福祉員の年度末新規入所について 保育運営課 045-671-3564 

その他、この説明会に関すること 保育運営課 045-671-3564 

 

 

◆参考になるｗｅｂサイト 

 

・横浜市子ども・子育て支援新制度 事業者の皆様へ(横浜市ＨＰ) 

http://www.city.yokohama.lg.jp/kodomo/shien-new/jigyosha/ 

 

• 新制度全般(内閣府ＨＰ) 

http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/ 

 

• 公定価格の仮単価(文部科学省・厚生労働省幼保連携推進室ＨＰ) 

http://www.youho.go.jp/kouteikakaku.html 

 

• 試算ソフト(文部科学省・厚生労働省幼保連携推進室ＨＰ) 

http://www.youho.go.jp/shisansoft.html 

 

 

 

http://www.city.yokohama.lg.jp/kodomo/shien-new/jigyosha/
http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/
http://www.youho.go.jp/kouteikakaku.html
http://www.youho.go.jp/shisansoft.html


１ 新制度における認定等手続きについて 

①認定について 

・新制度においては、施設・事業を利用するにあたって、支給認定区分を証し

た“認定証”が必要となります。（利用者からの申請に基づき、市が発行。） 

・2・３号は、保育必要量に応じ、保育標準時間と保育短時間の認定をします。

保育標準時間であれば 11 時間の枠の中で必要な保育を、保育短時間であれ

ば８時間の枠の中で必要な保育を受けることができます。（保育標準時間 

の下限就労時間は週 30 時間（月 120 時間）） 

②利用調整について 

・利用調整の流れは、従来、市が行っていた保育所の入所選考と基本的に同じ

です。 
・２・３号の認定を受けて利用する全施設・事業（保育所、認定こども園、地

域型保育事業など）が利用調整の対象となります。 

③利用契約について 

・事業者は利用者に対し運営規定等重要事項を説明した上で、両者で利用契約

を締結する必要があります。 
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２ 平成 27 年 4 月利用（新規）に関する日程について（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幼稚園・認定こども園（1 号） 

①10 月 15 日～…願書配布/利用案内の配布開始  

※申請書同封の利用案内を 10 月 10 日頃までに各幼稚園に送付します。利用案内は、各区役所にも配架する予定です。

②11 月 1 日～…入園受付開始 

③11 月 1 日～…内定 

④～12 月 1 日…「認定申請兼利用施設届出書」保護者から幼稚園への提出 

⑤12 月 1 日～12 日…「認定申請兼利用施設届出書」幼稚園から横浜市が集配車で回収 

⑥～12 月末…幼稚園へ利用者一覧の発送、保護者へ認定証の発送 

 ※認定証を送付する際に、認定決定通知書が送られてきます。認定決定通知書には階層区分が記載されています。 

⑦～２月…幼稚園と保護者との間で契約締結 

⑧～２月 18 日…「契約者一覧」幼稚園から横浜市への提出 

⑨3 月下旬…幼稚園へ「契約締結者一覧」（利用料記載）の発送、保護者へ利用料通知書発送 

保育所・地域型保育事業・認定こども園（２・３号）

①10 月６日～…雇用証明書の配布開始 

②10 月 15 日～…利用案内の配布開始 

③11 月 5 日…郵送受付締切日（神奈川区、旭区、港北区、緑区、栄区、戸塚区） 

11 月 11 日…郵送受付締切日（鶴見区、西区、中区、南区、港南区、保土ケ谷区、磯子区、 

金沢区、青葉区、都筑区、泉区、瀬谷区） 

④11 月 21 日…申請最終〆切 

⑤～1 月末頃…保護者へ認定証の発送 

 ※認定証を送付する際に、認定決定通知書が送られてきます。認定決定通知書には階層区分が記載されています。 

⑥～2 月上旬…施設・事業に施設・事業利用調整結果一覧の発送、保護者へ一次利用調整結果通知/保留

通知の発送（一次） 

⑦～３月上旬…施設・事業に施設・事業利用調整結果一覧の発送、保護者へ二次利用調整結果通知/保留

通知の発送（二次） 

 ※さらに３月末まで調整を継続し、それでもなお、保留となった場合は５月の利用調整へ 

⑧～3 月…施設・事業者と保護者との間で契約締結 

⑨～3 月…「契約者一覧」を施設・事業から横浜市へ提出 

⑩3 月下旬…施設・事業者へ「契約締結者一覧」（利用料記載）の発送、保護者へ利用料通知書発送 
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３ 利用までの手続きについて（２・３号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・10 月 10 日頃までに「利用案内（２・３号用）」を各施設・事業所に納品します。施設に取りに来

る保護者の方がいるため、取りに来られた場合はお渡しください。 

・利用案内及び様式については、10 月 15 日から配布を開始してください。横浜市の HP にも掲載す

る予定です。 

・提出は、「認定利用調整事務センター」へ原則郵送で送付することになっています。 

 また、申請書類の提出締切日は居住区によって異なりますので、ご留意願います。（「２ 平成 27

年 4 月利用（新規）に関する日程について（予定）参照。」） 

・１月下旬に保護者へ認定証が交付されます。 

・施設・事業利用調整結果一覧を２月上旬頃に発送します。保護者にも同時期に利用調整結果通知を送

付しますので、施設利用者一覧を確認の上、利用契約を結んでください。 

・施設・事業利用調整結果一覧を加除修正した契約者一覧を作成し、２月 18 日までに、「認定利用調

整事務センター」に提出してください。 

・市内在住利用者の最終的な利用料については、３月下旬に区役所より通知します。 

・居住市町村において認定を受ける必要があります。 

・二次利用調整からの調整になります。 

・横浜市の設ける締切日までに市外の市町村を通して手続きを行うことになります。 

・居住市町村より利用料のお知らせ等が３月頃届く予定です。 

平成 27 年 4 月利用開始の流れ 

市内在住児童 

市外在住児童 

・利用を希望する月により申請締切日が異なります（基本的には前月 10 日）。原則、各月１日からの

利用開始です。 

・お住まいの区の区役所こども家庭支援課に申請していただくことになります。詳細については、直接

お問い合わせいただくようご案内ください。 

毎月の申し込みについて 

市内在住児童 

市外在住児童 

・居住市町村において認定を受ける必要があります。 

・横浜市の設ける締切日までに市外の市町村を通して手続きを行うことになります。 
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４ その他留意点 

（１）現況について 

・保育所の利用料は、これまでは所得税を基に算定するため、源泉徴収票や確定申告書の

写しの提出を保護者に求めていましたが、新制度においては、市民税を基に算定するこ

とになるため、それらの書類の提出は不要となります。 

・市町村民税の賦課決定時期が６月となることから、直近の所得の状況を反映させる観点

から、９月 1 日に利用料が切り替わります。 

・これまで、１～３月で現況の審査をしていましたが、平成 27 年度からは、利用料の切り

替えに合わせ、６～8 月頃に現況の審査を行います。3 月～４月頃に現況の届出及び挙証

証明書の提出をお願いする書類を発送する予定です。 

 

（２）認定証等の変更について 

・認定証等に記載の事項に変更があった場合は、変更の申請を区役所にしていただきます。 

・認定証には有効期間を記載しています。認定有効期間が終了すると給付費をお支払いで

きない場合がありますので、認定証の有効期間が満了することが判明した際には、速や

かに施設・事業の所在する区の区役所こども家庭支援課で手続きをするよう、ご案内願

います。 

 

【担当】横浜市こども青少年局企画調整課新制度準備担当 045-671-4466 

【書類送付先】契約者一覧等→横浜市こども青少年局企画調整課認定利用調整事務センター  

〒２３１－８７８１（郵便番号のみで届きます） 
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新制度においては、施設・事業を利用するにあたって、支給認定区分を証した“認定証”が必

要となります。平成２６年度は、新規利用者だけではなく、現在利用している児童についても、

認定証を発行する事務が必要になります。 

 
 

 

・11 月頃に、申請書を施設・事業利用継続袋に入れ、申請書を在籍児数分（卒園予定児除く）

送付します。来年度以降引き続き利用する児童の保護者にお渡しください。 

・平成 27 年 1 月 5 日（月）～平成 27 年 1 月 8 日（木）の間に、保護者の方から申請書を回

収していただきますようお願いいたします。 

※保護者向けの案内では、1 月 5 日（月）～1 月 8 日（木）の間に施設・事業への提出をお願

いしていますが、各園の実情に応じて、それ以前に回収していただいて構いません。 

・申請書を回収していただいた上で、平成 27 年１月９日（金）までに区役所へ提出してくださ

い。 

 
 
 
 
 

・新規と同様に、居住市町村において認定を受ける必要があります。 

・申請書は市町村により異なり、市外の市町村を通して手続きを行ってもらいます。 

・市外のお子さんが利用している場合、居住市町村に問い合わせるようご案内ください。 

・居住市町村より利用料のお知らせ等が３月頃届く予定です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市内在住児童 

在籍児の手続きについて（家庭的保育事業のみ） 

市外在住児童 

注意事項 

・書類は、園児等の個人情報を含みますので、取り扱いには十分お気を付け下さい。 
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施設・事業を利用している保護者のみなさんへ  

                                         平成２６年１１月 

 

 

施設・事業利用にかかる新制度への 

継続（移行）手続について 
 

平成 27 年４月からの「子ども・子育て支援新制度」の開始に伴い、平成 27 年４月以降も引き続き施設・事業（幼

稚園、認定こども園、保育所等）の利用を希望する方は、教育・保育を受けるための認定を受ける必要があります。

また、平成 2７年４月からの利用料の決定を改めて行いますので、必要書類の提出をお願いします。必要書類の

提出ができない方は、施設・事業の利用ができなくなる場合がありますので、必ず提出してください。 

 

１ 継続（移行）手続に必要な書類 

（１） 幼稚園、認定こども園（幼稚園部分）利用中の方（新制度で１号認定の方） 

・「子ども・子育て支援制度 支給認定申請書兼利用施設届出書（１号用）」 

・「支給認定及び施設・事業利用に係る書類提出確認票【継続】」 

 

（２）保育所、認定こども園（保育所部分）、家庭保育福祉員等を利用中の方（新制度で２号または３号認定の

方） 

・「子ども・子育て支援制度 支給認定申請書（２・３号用）」 

・「支給認定及び施設・事業利用に係る書類提出確認票【継続】」 

 

<お願い> 

＊ 提出していただいた書類に不明な点及び不備がある場合には、後日「認定利用調整事務センター」から問い

合わせることがあります。必ず、日中連絡のつく電話番号を申請書にご記入ください。 

 

２ 提出先及び提出期間 

(１) 提出先：現在利用している施設（幼稚園、認定こども園、保育所等）に提出してください。 

 

（２）施設に提出できない方は、施設・事業のある区の区役所こども家庭支援課へ 平成27年１月22日(木)までに

提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用中の施設 提出期間 

幼稚園、認定こども園（幼稚園部分） 

（新制度で１号認定の方） 

平成 26 年 11 月 25 日（火）～ 

平成 26 年 11 月 28 日（金） 

保育所、認定こども園（保育所部分）等

（新制度で２号または３号認定の方） 

平成 27 年１月５日（月）～ 

平成 27 年１月８日（木） 
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（裏面へつづく） 

３ 転園手続きについて 

（１） 幼稚園、認定こども園（幼稚園部分）を利用中の方 

 

①他の幼稚園、認定こども園（幼稚園部分）へ転園希望の場合、転園先の園に内定を受けた後、 

・「子ども・子育て支援制度 支給認定申請書兼利用施設届出書（１号用）」 

を、転園先の幼稚園、認定こども園に提出してください。 

 

②保育が必要となり保育所等への転園を希望する方は、１号認定ではなく、２号認定が必要となります。その

場合、新規に保育所等を利用するための手続きが必要です。手続きの詳細については、「平成 27 年度 横

浜市保育所等利用案内（子ども・子育て支援新制度 ２号・３号認定用）」で確認してください。 

 

（２）  保育所、認定こども園（保育所部分）、家庭保育福祉員等を利用中の方 

 

①他の保育所、認定こども園（保育所部分）等へ転園希望の場合、新規に保育所等を利用するための手続

きが必要となります。手続きの詳細については、「平成 27 年度 横浜市保育所等利用案内（子ども・子育て

支援新制度 ２号・３号認定用）」で確認してください。 

 

②お子さんが３歳以上で、幼稚園、認定こども園（幼稚園部分）への転園を希望する方は、２号認定ではなく

１号認定が必要となります。その場合、希望の幼稚園、認定こども園（幼稚園部分）に内定を受けた後、 

・「子ども・子育て支援制度 支給認定申請書兼利用施設届出書（１号用）」 

を内定した施設へ提出してください。 

手続きの詳細については「平成 27 年度 横浜市 幼稚園、認定こども園（幼稚園部分）利用案内（子ども・

子育て支援新制度 １号認定用）」で確認してください。 

 

※ 受付期間については、各区役所こども家庭支援課にお問い合わせください。 

※ 申請の際には、必ず転園の旨を記入してください。 

※ 転園申請を提出して転園が内定した場合、現在利用している施設に戻ることはできませんので、ご注意

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

※すでに、平成 27 年４月からの転園申請のために支給認定申請書を提出済の方は、再度申請書を提出す

る必要はありません。必要事項を記入した「支給認定及び施設・事業利用にかかる書類提出確認票【継

続】」のみを、施設・事業利用継続袋に入れて提出してください。 

 

 

□□□ ご注意ください！！ □□□ 

提出する施設・事業の利用を継続するための書類に、記入漏れや未提出があると、施設の利用期間が短くな

ったり、利用継続ができなくなる等、保護者の皆様にご迷惑をおかけすることになります。 

お手数をおかけしますが、期限内提出にご協力くださいますようお願いします。 
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（参考） 
 

                                 （裏面へ続く。） 

 

 

 

◇認定の区分 

認定区分 対象となる子ども 利用できる主な施設・事業 

１号認定 満３歳以上の就学前の子ども 

（２号認定を除く） 

幼稚園、 

認定こども園（幼稚園部分） 

２号認定 満３歳以上で保護者の就労や疾病などにより、保育

を必要とする子ども 

保育所、 

認定こども園（保育所部分） 

３号認定 満３歳未満で保護者の就労や疾病などにより、保育

を必要とする子ども 

保育所、 

認定こども園（保育所部分）等 

◇保育の必要量に応じた区分 

 ２号認定、３号認定については、横浜市の定める基準に基づき、保育の必要量に応じて、

「保育標準時間認定」と「保育短時間認定」に区分されます。 

就労であれば、週 30 時間（月 120 時間）以上の場合であれば「保育標準時間認定」、月 64

時間（1 日 4 時間かつ月 16 日）以上 120 時間未満の就労であれば「保育短時間認定」としま

す。  

ただし、現在、保育所等を利用しているお子さまについては、「保育短時間認定」に該当す

る場合であっても、希望に応じて、経過措置により標準時間の保育を利用することができま

す。（求職中、育児休業中の方は、保育短時間認定となります。） 

 

※ 転園を希望する希望する場合やきょうだい児が新規に申し込みを行う場合などは、経過

措置の適用はありません。横浜市が定める基準に基づいて、保育必要量の認定を行いま

す。 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

詳細は、ホームページにも掲載していますので、ご覧ください。 

 

 

保育標準時間認定…１日 11 時間（施設が設定する時間）の枠の中で必要とする保育を利 

用できます。 

保育短時間認定…１日８時間（施設が設定する時間）の枠の中で必要とする保育を利用で

きます。 

保育短時間の利用料は、保育標準時間の利用料の 98.3％とする予定です。（階層により 

月額 0～800 円の差額となります。） 

認定について 

新制度 横浜 
検索 

11



 

 

＜表面＞ 

（１）【支給認定に関する希望等】 

支給認定希望日 

翌年４月１日にチェックをしてください。 

   利用時間区分の希望 

   保育短時間利用（８時間まで）か保育標準時間利用（11 時間まで）のどちらかにチェッ 

クをしてください。 

＜裏面＞下記項目以外の記入は不要です。 

（２）【保育を必要とする状況】 

   保育が必要な期間（希望日） 

開始日は、支給認定希望日と同じ（翌年４月１日）にチェックをしてください。 

   保育が必要な事由 

父、母それぞれの現時点で保育を必要とする事由に該当するものを選択してください。 

 

  

（１）今回の申請にあたっては、保育を必要とすることを証明する書類（雇用証明書等）の提 

出は不要です！ 

  現在保育所等を利用している人は、保育所等を利用していることをもって、保育の必要が 

あると判断をするため、雇用証明書等の保育を必要とする証明書類の提出は不要です。 

  ただし、保育を必要とする要件は、現行同様１年に１度確認します。 

  平成 27 年度以降は、利用料の切替えの時期に合わせて６～８月頃に要件確認を行います。 

この際に、雇用証明書等の保育を必要とする要件確認の書類が必要です。 

   

（２）税書類の提出は原則不要になりました！ 

   今までは、保育料を所得税から算定するために、源泉徴収票等の提出をお願いしていまし 

た。 

平成 27 年４月は、保育料の算定を市民税で行うことになります。市民税は、横浜市で確 

認できるため、所得証明書類の提出は不要です。 

なお、横浜市民税が確認できない場合は、前住居地での課税証明書等証明書類の提出を求 

める場合があります。 

 

※ 今回の認定の内容は、６～８月頃の要件確認の手続きにより、変更となる場合があります。 

その他 

認定申請書の記入について 
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平成27年○月○日
〒○○○-○○○○

横浜市中区○○町０－０－０

〒○○○-○○○○

横浜市中区○○町１－１

○区長 印

(FKD05FM10040)

Fax：○○○-○○○○
Teｌ：○○○-○○○○
子ども家庭支援課
○区福祉保健センター

横浜　子一郎　　　　様

子ども・子育て支援給付支給認定証

児童情報

認定証番号 123456789101

ﾌﾘｶﾞﾅ ﾖｺﾊﾏ ｺｲﾁﾛｳ

氏名 横浜　子一郎

生年月日 平成23年 4月 6日 性別 男

居住地

〒231-0012
横浜市中区相生町６丁目９９９９９番地

マンションよこはま１０１

保護者情報

ﾌﾘｶﾞﾅ ﾖｺﾊﾏ ｵﾔﾀﾛｳ

氏名 横浜　親太郎

生年月日 昭和58年 8月 9日

１　この証は、よく読んで大切に持っていてください。
２　施設等の利用が決定した際には、この証を施設等に必ず提示してください。
３　認定有効期間を経過したときは、子ども・子育て支援給付費の支給を受けられません。
　　認定有効期間を経過する前にお住まいの区の福祉保健センターへ、認定変更申請を行ってください。
４　この証の記載事項に変更があったときは、14日以内に、この証を添えて、お住まいの区の福祉保健センターにその旨を届け出てください。
５　認定有効期間内に、居住地を他の市町村の区域に移すと、この証は使えなくなります。
　　居住地を移そうとする場合には、事前に、お住まいの区の福祉保健センターにご連絡・ご相談ください。
　　また、認定有効期間内に、他の市町村の区域に居住地を移したときは、14日以内に、この証を添えて、これまで居住していた区の福祉保健
　センターに認定の取消を申請してください。
６　この証を破損したり汚したり又は紛失したときは、お住まいの区の福祉保健センターに速やかに届け出て再交付を受けてください。
　　また、再交付を受けた後、紛失したこの証を発見したときは、速やかにお住まいの区の福祉保健センターに返却してください。
７　支給認定の資格がなくなったときは、直ちにお住まいの区の福祉保健センターに届け出てください。
８　３～７に関して、お住まいの区と異なる区にある施設等を利用中の方については、施設等のある区の福祉保健センターに申請や届出を行っ
　てください。

続柄 父

居住地

〒231-0012
横浜市中区相生町７丁目９９９９９番地

マンションよこはま１０２

支給認定内容

支給認定区分／
保育必要量

２号（標準時間）

認定有効期間 平成27年 4月 1日～平成30年 3月31日
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〒○○○-○○○○ 平成27年○月○日

横浜市中区○○町０－０－０

〒○○○-○○○○

横浜市中区○○町１－１

(FKD05FM10060) X

子ども家庭支援課
Teｌ：○○○-○○○○
Fax：○○○-○○○○

○区長 印

支給認定決定通知書【保育】

子ども・子育て支援法第20条に基づく支給認定申請について、次のとおり決定します。

対 象 児 童
氏 名 横浜　子一郎

生年月日 平成23年 1月 1日

横浜　子一郎　　　　様

○区福祉保健センター

保 護 者
( 申 請 者 )

氏 名 横浜　親太郎

住 所
横浜市中区相生町６丁目９９９９９番地

マンションよこはま１０１

認定証番号 123456789101 認 定 区 分 ２号（標準時間）

認 定 事 由 就労 認定有効期間 平成27年 4月 1日～平成28年 3月31日

根拠となる税額

父 3,000,000 円 判定税額計 8,000,000 円 

母 1,500,000 円 負 担 区 分 Ｄ２５階層

その他 3,500,000 円 

補 足 給 付 有

負担区分適用期間 平成27年 4月 1日～平成28年 3月31日

１　負担区分に変更があった場合は、その旨を別途通知します。
２　住所、氏名、世帯構成その他に変更がある場合は、速やかに上記の福祉保健センターへ変更の申請をしてください。
３　施設等を利用中であっても、支給認定の基準に該当しなくなった場合には、支給認定を取り消す場合があります。

減 免 期 間 平成27年 4月～平成28年 3月

優 先 利 用 障害

備 考 育児休業中の方は、復職後、２週間以内に「復職証明書」をご提出ください。
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平成27年度 平成27年○月○日 1 / 1

横浜市

○○区福祉保健センター長 印

施設・事業利用調整結果一覧（保育）

横浜第一保育園　施設長　様

次のとおり利用調整結果を送付します。

申請受理区：神奈川区

クラス：１歳児（標準時間） 利用開始年月：平成27年 4月

No 児童氏名
生年月日

性別
保護者氏名 住所 連絡先 備考

きょうだい情報
年齢 氏名 施設名 状態

1
ｶﾅｶﾞﾜ　ｼﾞﾛｳ H25. 8.31

男
神奈川　太郎

神奈川県横浜市神奈川区○○町１－
２－３　□□マンション１１１１

090-1234-
5678

２歳 横浜　兄太郎 □□保育園 保留

神奈川　次郎

2
ﾖｺﾊﾏ　ﾊﾅｺ H25. 9.21

女
横浜　桃子

神奈川県横浜市神奈川区△△町３－
２－３

090-9876-
5432横浜　花子

3
ｶﾝﾅｲ　ｺﾞﾛｳ H25.12. 1

女
関内　大輔

神奈川県横浜市神奈川区□□町△△
マンション１００９

090-1111-
2222

２歳 関内　四郎 ○○保育室 決定

関内　五郎
３歳 関内　三郎 ▽▽保育園 決定
４歳 関内　二郎 △△保育園 利用中
５歳 関内　一郎 ◆◇第一保育園 利用中

(FKD05FM1A300)
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平成27年度 平成27年○月○日 1 / 1

横浜市

○○区福祉保健センター長 印

(FKD05FM1A300)

５歳 関内　一郎 ◆◇第一保育園 利用中
４歳 関内　二郎 △△保育園 利用中

２歳 関内　四郎 ○○保育室 決定

関内　五郎
３歳 関内　三郎 ▽▽保育園 決定3

ｶﾝﾅｲ　ｺﾞﾛｳ H25.12. 1
女

関内　大輔
神奈川県横浜市神奈川区□□町△△
マンション１００９

090-1111-
2222

横浜　花子2
ﾖｺﾊﾏ　ﾊﾅｺ H25. 9.21

女
横浜　桃子

神奈川県横浜市神奈川区△△町３－
２－３

090-9876-
5432

２歳 横浜　兄太郎 □□保育園 保留

神奈川　次郎1
ｶﾅｶﾞﾜ　ｼﾞﾛｳ H25. 8.31

男
神奈川　太郎

神奈川県横浜市神奈川区○○町１－
２－３　□□マンション１１１１

090-1234-
5678

備考
きょうだい情報

年齢 氏名 施設名 状態
No 児童氏名

生年月日
性別

保護者氏名 住所 連絡先

施設・事業利用調整結果一覧（保育）

横浜第一保育園　施設長　様

次のとおり利用調整結果を送付します。

申請受理区：神奈川区

クラス：１歳児（標準時間） 利用開始年月：平成27年 4月

契約しない人がいれば、削除してください。
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子ども・子育て支援新制度における 

横浜市としての保育時間の考え方について 
 

① 横浜市としての保育時間の表記・考え方 

   保育時間の表記について、本市として次の表記と考え方で統一します。 

保育時間（８時間） ・・・ 保育短時間認定の子どもの最大で利用可能な時間帯で、現行制度と同

様８時間とする。子どもの生活リズムや保育カリキュラムを考慮し、概ね児

童全員がそろって保育を受ける時間帯としてもらうことを基本とします。 

保育時間（11 時間） ･･･保育標準時間認定の子どもの最大で利用可能な時間帯で、保育時間（８

時間）を含む 11 時間とします。 
 
開所時間        ・・・ 延長保育の時間帯を含めた、利用可能な時間帯とします。 

 

 

 

 

 
 

 

 

②-1 時間帯の設定について（平日） 

    各施設・福祉員が独自で時間帯を設定します。 

保育短時間認定の子どもの最大で利用可能な時間帯としての保育時間（８時間）と、 

保育標準時間認定の子どもの最大で利用可能な時間帯としての保育時間（11 時間）を確保す

るため、11 時間以上の開所時間を設定していただきます。 

保育時間（11 時間）を超える時間帯の延長保育については、地域のニーズに応じて実施してい

ただくことになりますが、原則は、現行の開所時間を短縮することがないようにしてください。 

延長保育の考え方ですが、 

「保育短時間」認定の方は、保育所等が定める保育時間（８時間）を超える前後の時間帯、 

「保育標準時間」認定の方は、保育所等が定める保育時間（11 時間）を超える前後の時間帯を

利用する場合に「延長保育」となります。（別途、助成及び延長保育の徴収あり。後日提示します） 

＜留意点＞ 

□ 現行、11 時間未満の開所時間の施設で、平成 27 年度すぐに 11 時間開所が困難な施設に

ついては、経過措置として、平成 29 年度までにできる限り 11 時間開所とするようにお願

いしたいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育時間（８時間） 

保育時間（11 時間） 

開所時間 

裏面有り 

資料２ 
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②-２ 時間帯の設定について（土曜日） 

 土曜日も、原則、平日同様、できる限り保育時間（８時間）と保育時間（11 時間）の実施をお願い

します。 

ただし、これまでの経過から、急な体制整備は困難なことも予測されますので、次のとお

り対応をお願いします。 

・現行、開所時間が８時間未満の施設については、最低限８時間開所としてください。８時

間開所が困難な場合は、質改善後の平成 29 年度までに、段階的に８時間開所となるよう

にしてください。（経過措置） 

＜留意点＞ 

□ 保育時間（８時間）や保育時間（11 時間）を設定するため、平日と土曜で異なる保育時

間を設定することは可とします。その場合は、現在の利用者の不利益にならないよう配慮

してください。 

 例 平日 保育時間（８時間）8:30～16:30 開所時間 7:30～18:30  

⇒土曜 保育時間（８時間）7:30～15:30 開所時間 7:30～15:30（延長保育なし） 

□ 現行、土曜日に８時間以上または 11 時間以上開所している施設については、現行どおり

開所をお願いします。 
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地域型保育事業における市独自助成の方向性について 
 
 
 
 
 

 

 

 

１ 現在、国から示されている公定価格の「質の改善後」の仮単価は平成 29 年度の姿です。平

成 27～28年度は「質の改善前」と「質の改善後」の間の水準となる予定です。 

 

２ 市独自助成で実施を予定している項目 

(ア) 職員処遇改善加算…職員の平均勤続年数等に応じて加算する安定的な雇用、昇給や給与

改善確保、保育士確保のための助成。 

 公定価格の職員処遇改善等加算については、本市独自助成として【先取り】で実施予定 

(イ) システム化経費助成…簡易請求ソフトを用いて請求を行うための助成。 

(ウ) 障害児保育費・特別支援児童加算費…障害児または特別支援児童を保育するのに必要な

保育士等を加配するための経費助成。 

 

３ 国の公定価格化により見直しを検討 

(ア) 補助員雇用費…家庭的保育補助者を雇用するための経費助成。公定価格の加算項目とな

っているため、現行との差額を助成。 

(イ) 家賃助成…実施場所の賃借に要する経費助成。公定価格化された場合は、現行との差額

を助成。 

 

４ ご要望いただいている主な項目 

(ア) 調理員の配置の強化、加配の実施経費 

(イ) 食物アレルギー等の対応の経費 

(ウ) 補助員雇用費の増額 

(エ) 家賃助成 

 地域型保育事業における市独自助成については、現行の保育の質の水準と国の公定価格等を踏ま

えて、検討を行っています。 
 本日お示しする項目については、現段階での検討項目であり、確定した内容ではありません。項

目・金額ともに今後の予算編成の中で検討し、市会での議決を経て確定します。 

資料３ 
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新制度における運営基準について 

 

１ 趣旨 

  子ども・子育て支援法に基づき、横浜市では「横浜市特定教育・保育施設及び特定 

地域型保育事業の運営の基準に関する条例（平成 26年９月 横浜市条例第 48号）（以 

下「条例」という。）」を定めました。 

  各事業者は、この条例に基づき、運営規程を定め、保育の提供の開始に際しては、

あらかじめ利用申込者に対し、重要事項を記した文書を交付して説明を行い、利用申

込者の同意を得ることと規定されています。 

 

２ 対象施設・事業者 

  新制度での給付対象となる施設・事業すべて 

  （認定こども園、幼稚園、保育所、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型

事業、事業所内保育事業） 

 

３ 重要事項の説明について 

  保育の提供の開始に際しては、あらかじめ利用申込者に対して、下記を記した文書 

を交付して説明を行い、同意を得なければなりません。また、保育施設の見やすい場 

所に重要事項を掲示することが必要です。 

（１）運営規程の概要 

（２）連携施設の種類、名称、連携協力の概要 

 （３）職員の勤務体制 

 （４）利用者負担 

 （５）その他の利用申込者の保育の選択に資すると認められる重要事項 

※文書の交付に変えて、保護者の承諾が得られれば、電子媒体で等での交付も可能です。 

 

４ 運営規程について 

  下記に掲げる施設等の運営についての重要事項に関する規定を定めることになり

ます。 

 （１）事業の目的及び運営の方針 

 （２）提供する特定地域型保育の内容 

 （３）職員の職種、員数及び職務の内容 

 （４）特定地域型保育の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日 

 （５）保護者から受領する利用者負担その他の費用の種類、支払を求める理由及びそ

の額 

 （６）利用定員 

 （７）事業の利用の開始、終了に関する事項及び利用にあたっての留意事項 

 （８）緊急時等における対応方法 

 （９）非常災害対策 

 （10）虐待の防止のための措置に関する事項 

 （11）その他事業の運営に関する重要事項 

 ※ここに掲げる記載事項以外の事項を記載することも可能です。 

【裏面あり】 

資料５ 
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５ 利用契約について 

  事業者は利用者に対し、運営規程等の重要事項説明を説明したうえで、両者で利用 

契約を締結する必要があります。 

 

６ 給付費等の額にかかる通知等 

  法定代理受領によって特定地域型保育に係る給付費等の支給を受けた場合は、保護 

者に対し、受領した給付費等の額を通知する必要があります。 

 

７ 重要事項説明書、運営規程、利用契約書について 

（１）今後、本市において標準例（雛形）をお示しする予定です。標準例を参考に、 

   各事業者において作成をお願いします。 

（２）運営規程については、理事会、役員会を経て決定してください。 

 

８ 留意事項 

 （１）重要事項は保護者に交付して説明を行い、同意を得てください。同意を得るこ

とにより、４月からの利用開始となります。 

    また、重要事項を記載した文書は施設内に掲示をしてください。 

 （２）新制度施行後、立入調査において、重要事項説明・運営規程・利用契約書を確

認させていただく予定です。 
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連携施設の設定について 

 
 
 

《基準案における連携内容についての検討状況》 

◎連携の内容 

   連携の内容については、１つの連携先で全てを担う必要はなく、１つの地域型保育が認定こども

園、幼稚園及び保育所の中から複数の連携施設を設定することが可能となっています。 

 

    地域型保育事業（家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業）

の特性である、①２歳児までの事業であること、②小集団で多様な保育ニーズに対応する事業で

あることを踏まえ、連携施設は以下の３点について担うこととなります。 

・卒園後の進級先の確保（卒園児が優先的に入所できる枠の確保） 

・保育内容の支援（園庭の利用、合同での行事等を行う。保育に関する助言や相談。） 

・必要に応じた代替保育の提供（職員の病気、休暇等の場合に、代わって保育する） 

 

現在の基準案では、卒園後の進級先の確保については、５年間の経過措置を設け、この５年の中

で体制を整備してまいります。 

また、家庭的保育事業は、代替保育の提供についても５年間の経過措置を設けています。 

※公立保育所との連携については現在検討中です。整理し次第ご案内してまいります。 

 

《連携施設と地域型保育事業の連携についての横浜市の検討状況等》 

 ◎「連携」に係る経費助成（仮称）について 

 小規模保育事業等は連携施設の設定が必須となっており、今後、小規模保育事業等の０～２歳児対

象の事業を進めていくためには、連携を受ける施設側の協力が不可欠となっています。そのため、本

市では、連携施設設定についての独自助成（案）として「『連携』に係る経費助成（仮称）」を設定す

る予定です。 

【内容】 

 Ⅰ 地域型保育事業との連携を受諾した園（覚書締結）に対し、卒園後の進級先の確保、日ごろから

の子どもたち・職員の交流のための経費、保育内容の支援・代替保育の体制づくりのための経費を

助成する予定です。 

 Ⅱ 助成仮単価（案）の一例 ※その他認定こども園、幼稚園についても設定する予定です。 

施設種別 月額助成仮単価（案） 条件（案） 

 

保育所 

 

１０６，５００円 受入れ枠（卒園後の進級先の確保）設定 

２１３，０００円 受入れ枠設定、３号認定児童の保育を実施し、保育内

容の支援・代替保育が可能、地域子育て支援実施 

現時点における横浜市の現在の検討状況をお話しするものです。今後、内容に追加や変更が

生じる可能性があることをご了承ください。 

平成 26 年 10 月 説明会資料 

保 育 所 整 備 課 
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 ◎協定の際に、連携施設にお支払いする金額の目安 

   国の公定価格仮単価案において「地域型保育事業において連携施設を設定しない場合の減算額」

が示されています。以下のとおりです。 

家庭的保育事業       児童１人あたり６，１７０円  

小規模保育事業Ａ型及びＢ型 児童１人あたり２，０５０円（定員６人～１２人） 

                児童１人あたり１，２９０円（定員１３人～１９人） 

小規模保育事業Ｃ型     児童１人あたり２，４６０円 

 

   上記金額を、保育内容の支援だけにとどまらず、全ての連携内容をお願いするために支払う目安

となりますので、複数の連携施設を設定する場合はご注意ください。 

 

 ◎連携施設となる保育所等への基礎調査の実施について 

   本市では民間どうしの協定締結に際して、求めに応じて紹介、あっせんが行えるよう準備してい

ます。 

連携施設の設定は、地域型保育事業と施設側の双方の合意の上、協定書等にて設定されるもので

す。 

本市としては、できるだけスムーズに合意できるよう、理念や連携できることを施設側から事前

に入手した上で顔合わせすることが、双方にとってメリットがあると考えています。ご紹介するた

めには、まず連携施設側の基礎情報が必要となりますので、現在基礎調査を行っているところです。

（別紙） 

 

 ◎進級先の確保枠の考え方について 

   地域型保育事業の卒園児が必ず望めば進級できる枠を、全員分確保することが必要となります。

（５年間の経過措置期間中は必須条件ではありません。） 

 

現在の検討状況については以下のとおりです。 

１ 定員として定めた２歳児分の進級先を確保する必要があります。定員を超えた定員外分も想

定し進級先を確保する必要はありません。 

また、一部の卒園児の進級先を確保した場合も公表の対象となり、卒園児の一部が優先して

入所できることになります。 

２ 連携施設側の２歳定員数と３歳定員数の差が施設側の設定可能数ですので、協定を締結する

場合はご留意ください。 

３ 進級先の確保を協定の中で締結する際は、「●名以上」や「●名」を確保する旨の記載とし

てください。「●名以内」等ですと、必ず進級できると想定される量が判断できないこととな

ります。 
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地域型保育事業との連携に関する基礎調査　幼稚園・認定こども園用

法人名 ≪回答期限≫
平成26年 　10月　24日

所在区・施設名 （　　　　　　　　　区）

27年4月に予定している事業区分：幼稚園（施設型給付・私学助成）・認定こども園（該当箇所に○をしてください）

地域型保育事業より連携をお願いされた場合どこまで受け入れることが可能かお答えください。

１、現在、８時間以上開所・開園していますか（預かり保育を含む）。

①実施している。（以下のうち該当するものに○をつけてください。）

　　横浜市型（通常型）・横浜市型（平日型）・その他の預かり保育
　      　　　 保育時間：　　　　：　　　　～　　　　：　　　　　 
　　      　　 保育実施日：該当する曜日に○をつけてください。月・火・水・木・金・土・日 
　　　    　   長期休業期間の保育の有無：あり・なし 
　　　    　   その他・休園日があれば具体的に記載して下さい。（　　　　　　　　　　　　）

②今はやっていないが、今後実施予定である。 実施予定時期：　　　年　　　月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実施類型：横浜市型（通常型）・横浜市型（平日型）・その他の預かり保育
③実施していない。

２、地域型保育事業より連携をお願いされた場合、連携施設となることは可能ですか。

①連携施設となっても構わない。

②場合によっては連携施設となっても構わない。
（連携するにあたって条件等があれば記載して下さい。：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

③連携施設となることは難しい。（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

３、地域型保育事業と連携する際に重視する点はなんですか。（複数回答可）

①理念が同じかどうか ②距離が近いかどうか

③同一法人であるかどうか ④直接事業者と顔合わせをして判断する。

⑤連携にかかる費用の額 ⑥こだわりはない

⑦その他（ ）

４、 地域型保育事業とはどの程度の距離までであれば連携先として設定可能ですか。

①500ｍ程度まで ②１ｋｍ程度まで ③どこでも可

５、地域型保育事業より貴園の行事に参加するなどの交流保育をお願いされたら対応可能ですか。

①行事によっては受け入れられる（受入可能な行事：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

②受け入れるのは難しい（理由： ）

６、地域型保育事業により貴園の園庭を利用した交流保育をお願いされたら対応可能ですか。

①受け入れる

②受け入れるのは難しい（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

この調査の結果は、今後地域型保育事業に申請する事業者が、連携保育所を探す際の貴重
なデータとなりますので、ぜひご回答のほどよろしくお願いいたします。

１で③に該当する施設は以上で終了となります。ご協力ありがとうございました。
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７、地域型保育事業より児童の健康診断を一緒に受けさせてほしいと依頼されたら対応可能ですか。

①受け入れる

②受け入れるのは難しい（理由： ）

８、地域型保育事業より※代替保育を依頼された場合、対応可能ですか。

①代替保育することが可能である

②将来的には検討したい

③場合によっては可能である（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

③代替保育することは難しい（理由： ）

９、27年4月以降、３～５歳児（１号）の利用児童に対しどのように給食提供を行っていく予定ですか。

①自園調理 ②外部搬入 ③弁当持参

④自園調理の日と弁当持参の日がある ⑤外部搬入の日と弁当持参の日がある

⑥その他（ ）

10、９で①とお答えした施設に質問です。地域型保育事業から給食の提供をお願いされた場合
食事を提供することは可能ですか？

①提供することが可能である

②将来的には検討したい

③場合によっては可能である（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

③提供することは難しい（理由： ）

 11、地域型保育事業から卒園児の受け入れをお願いされた場合、受け入れ可能ですか。
可能な場合、何人まで受け入れが可能ですか

①受け入れ可能である（受入可能人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人程度　　　　　　）

②受け入れは難しい（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

12、上記以外で地域型保育事業との連携について対応可能なことがありましたら、ご記入ください。

調査にご協力いただきありがとうございました。

※代替保育とは、保育士が休暇や病気で休んだ時に、その保育士に代わって保育を行うこと
や、児童を自分の園で預かることをいいます。
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こ 保 運 第 2 1 3 4 号 

平成 26年 10月 16日  

各家庭保育福祉員 様 

 

こども青少年局保育運営課長 

 

平成 27年１月から３月までの新規入所における注意点について（お知らせ） 

 

 

日頃から横浜市の保育行政にご協力いただきありがとうございます。 

先だってお伝えしているとおり、現行制度の家庭保育福祉員は、新制度移行に伴い家庭的保育事業に

移行するため、利用調整の対象となりますが、平成 27年３月までの入所については、現行制度による入

所事務となります。 

平成 27年４月入所の利用調整を 12月下旬から１月中旬の間で実施しますので、平成 27年１月から３

月に入所を希望される方からお問い合わせ等があった場合は、下記のとおり、入所可能かどうか区役所

に確認をお願いします。 

なお、家庭保育福祉員入所児童の継続利用手続きについては、認可保育所と同様となりますので、別

紙「施設・事業利用にかかる新制度への継続（移行）手続について」のとおり、手続きをよろしくお願

いします。 

 
 
 
＜平成 27 年１月から３月までの新規入所における注意点＞ 

●平成 27 年４月入所の利用調整については、12 月下旬から１月中旬の間で実施し、入所児童を決定し

ます。そのため、平成 27年１月から３月までの間に定員に空きがある場合でも、４月に入所する児童が

既に決まってしまっている場合もあるため、現行制度による入所事務を行う際には、入所可能かどうか

区役所に確認をしていただきますようお願いします。 

※区役所に確認をせずに、保護者と保育の実施について調整してしまった場合は、４月以降の利用がで

きない可能性もありますので、必ず保護者との調整前に区役所に確認してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

              ＜担当＞             

保育運営課運営指導係 遠藤・高橋 

TEL：671-3564   FAX：664-5479 

資料７ 
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